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目

次

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
四
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

　
　
　
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
の
一
部
、
同
所

二
丁
目
一
番
の
一
部
、
二
番
及
び
三
番
の

一
部
並
び
に
羽
田
空
港
三
丁
目
一
番
の
一

部
、
三
番
一
か
ら
同
番
十
四
ま
で
、
同
番

十
五
の
一
部
及
び
五
番

令
和
六
年
三
月
十

四
日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
平
井

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
四
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

　
　
　
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
番
の
一
部
、
二

番
の
一
部
、
三
番
一
及
び
同
番
二
の
一
部

令
和
六
年
三
月
五

日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
四
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

　
　
　
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
羽
田
空
港
一
丁
目
一
番
か
ら
九
番

ま
で

令
和
六
年
三
月
六

日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
（
三
件
）
…
…
…
…

　
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…
…
…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

　
路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…	

三

告
　
　
　
示
（
選
）

○
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る

　
選
挙
人
名
簿
の
登
録
基
準
日
、
登
録
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

○
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
い
て

　
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基

　
幹
放
送
事
業
者
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

公
　
　
　
告

○
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る

　
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…	

四

○
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る

　
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

　
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
七
号

▷
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三
丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒ひ

素
及

び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

別 図

起点は、江戸川区平井三丁目 327 番 1 の最北端とする。

【①起点】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと平行して 10ｍ間隔

で引いた線により構成されている格子を、起点を

中心として、右回りに回転させた角度を示す。

【①格子の回転角度（44度 31 分 33 秒）】

：単位区画

-- -- --：筆境界

：敷地境界

：形質変更時要届出区域

【凡例】

起点

44 度 31 分 33 秒

起点

27 度 10 分 21 秒

起点は、江戸川区平井三丁目 314 番の最北端とする。

【②起点】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと平行して 10ｍ間隔

で引いた線により構成されている格子を、起点を

中心として、右回りに回転させた角度を示す。

【②格子の回転角度（27度 10 分 21 秒）】

江江戸戸川川区区平平井井三三丁丁目目 331133 番番

331144 番番

331155 番番
331166 番番

332266 番番 11

332266 番番 22

332266 番番 55

332277 番番 11

22118855番番1111

22118855番番1122

22118855番番1133

真北

真北
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
一
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
四
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
路
線
名
　
　
　
　
都
道
白
金
台
町
等
々
力
線

二
　
指
定
す
る
区
間
　	

目
黒
区
柿
の
木
坂
一
丁
目
十
四
番
一
地
先
か

ら
同
区
中
根
一
丁
目
二
百
二
十
五
番
八
地
先

ま
で

三
　
指
定
の
概
要
　
　
別
図
表
示
の
と
お
り

別　

図
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
略
図

都
道
白
金
台
町
等
々
力
線

都　
　

道

特
別
区
道

指
定
区
間

目
黒
区
柿
の
木
坂
一
丁
目
～
八
雲
二
丁
目

（
電
線
共
同
溝
予
定
名
称　

白
金
台
町
等
々
力
・
三
号
）

目 黒 区

延
長　

七
九
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

柿の木坂一丁目

一
〇
の
一

二
九
一
の
一

五
の
四

一
四
の
一

二
の
四

中根一丁目

一
九
の
八

一
四
の
一一

六
の
一

二
七
八

二
七
七
の
五

A

A'

八雲二丁目

都
道
白
金
台
町
等
々
力
線

八雲一丁目

中根一丁目

二
四
七
の
二

二
四
七
の
四

二
四
五
の
一

二
三
七
の
三

一
八
六
の
二

一
八
八
の
二

一
九
〇
の
一

二
二
の
一

一
九
三
の
五

一
九
四
の
八

二
二
一
の
一

一
九
七
の
一

二
三
五
の
一

一
八
一
の
一

一
七
九

二
二
五
の
八

A

八雲三丁目

目 黒 区

都
道
上
馬
奥
沢
線

八雲

自由が丘

等々力六丁目

平町一丁目

八雲一丁目

柿の木坂一丁目

中根

自由が丘

奥沢七丁目

平町二丁目

大岡山

緑が丘

中根

緑が丘

深沢二丁目

都
道
上
馬
奥
沢
線

東
急
東
横
線

都
道
環
状
七
号
線

至
 田

園
調
布

三丁目
二丁目

二丁目

二丁目
一丁目

一丁目

一丁目

二丁目

指定箇所

八雲三丁目

目黒区
深沢一丁目

世田谷区

至 等々力

至
 中

目
黒

至
 野

沢

至
 北

千
束

至
 上

馬

至
 
奥
沢

至
 目

黒
本
町

自由が丘
一丁目

と
り
つ
だ
い
が
く

至 目
黒本町

都道白金台町等々力線

至 

上
馬

至 

奥
沢

至 等
々力

二
一
の
二

二
八
三
の
三

二
八
二
の
七

六
の
一

都
道
白
金
台
町
等
々
力
線

A'

既
指
定
区
間

二
九
〇

一
〇
の
五

二
八
九

二
八
八

二
の
九

中
根
一
丁
目
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告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院

議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
に
つ
い
て
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行

う
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
六
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日
　	

令
和
六
年
四
月
十
五
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い

て
は
、
同
月
二
十
八
日

登
録
を
行
う
日
　
令
和
六
年
四
月
十
五
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第

百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
二

十
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）

に
お
い
て
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
六
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

放
送
の
区
分

基
幹
放
送
事
業
者

回
数

　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

株
式
会
社
フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

一
回

　
ラ
ジ
オ
放
送

株
式
会
社
ニ
ッ
ポ
ン
放
送

一
回

公
　
　
　
告

衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お

け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て

令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙

（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次

の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
六
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
　
令
和
六
年
四
月
十
六
日
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま

で
江
東
区
役
所
第
七
十
二
・
第
七
十
三
会
議
室

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号
　
江
東
区
役
所
本
庁
舎

七
階

二
　
令
和
六
年
四
月
十
六
日
　
午
前
九
時
以
降

江
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号
　
江
東
区
役
所
本
庁
舎

七
階

衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お

け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理

委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
に
つ
い

て

令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙

（
東
京
都
第
十
五
区
）
に
お
い
て
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の

と
お
り
定
め
た
。

令
和
六
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
　
令
和
六
年
四
月
十
六
日
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま

で
江
東
区
役
所
第
七
十
二
・
第
七
十
三
会
議
室

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号
　
江
東
区
役
所
本
庁
舎

七
階

二
　
令
和
六
年
四
月
十
六
日
　
午
前
九
時
以
降

江
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

江
東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号
　
江
東
区
役
所
本
庁
舎

七
階

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


